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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３．当社は、平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び
潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。 

  

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容に
ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第29期 

第２四半期 
連結累計期間

第30期 
第２四半期 
連結累計期間

第29期

会計期間
自  平成24年２月１日
至  平成24年７月31日

自  平成25年２月１日 
至  平成25年７月31日

自  平成24年２月１日
至  平成25年１月31日

売上高 (千円) 6,043,192 5,640,221 11,712,377

経常利益 (千円) 1,252,017 736,734 1,675,155

四半期(当期)純利益 (千円) 2,029,350 550,685 2,600,370

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 850,136 899,850 1,804,699

純資産額 (千円) 30,939,673 33,101,377 31,982,036

総資産額 (千円) 35,306,305 35,467,046 34,309,332

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額

(円) 51.98 14.30 67.06

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) 51.93 14.24 66.84

自己資本比率 (％) 86.6 92.0 91.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,627,471 1,561,039 1,783,101

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 58,436 △346,211 △165,342

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △522,434 △118 △2,182,672

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 23,546,736 23,708,512 22,176,963

回次
第29期

第２四半期
連結会計期間

第30期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年５月１日
至 平成24年７月31日

自 平成25年５月１日
至 平成25年７月31日

１株当たり四半期純利益金額 
又は四半期純損失金額（△）

（円） 10.09 △11.23

２ 【事業の内容】

－ 1 －



  

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証
券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
  

(1) 業績の状況 
当第２四半期連結累計期間（平成25年２月１日～７月31日）の当社グループをとりまく環境とし

ましては、国内経済におきましては、個人消費が堅調に推移する一方、円安・株高基調を背景とし
て企業収益も改善に向かいつつありますが、IT投資の拡大に対しては慎重姿勢が続いております。
一方、世界経済におきましては、雇用環境等の改善を受けて米国経済は緩やかな回復軌道を維持し
ておりますが、欧州では各国政府の緊縮財政や失業率悪化による景気低迷が長引き、また新興国の
成長に陰りが見られる等、本格的な景気回復まではなお時間を要する状態が続いております。 
このような環境の下、当社グループは次のような取り組みを展開いたしました。 

  
○ ソフトウェア事業（国内） 
国内における携帯電話端末につきましては、平成25年４月～６月累計の携帯電話端末の出荷台数

が前年同期比で横ばいとなっておりますが、同期間においてスマートフォンが携帯電話端末出荷台
数に占める割合が６割を超える状況となっており、今後もさらにこの割合が増加していくことが予
想されております。一方、情報家電分野につきましては、平成25年４月～６月累計の薄型テレビの
出荷台数が、前年同期比を下回る状況にありますが、減少幅については平成25年１月～３月累計と
比較して復調傾向を示しております。 
このような状況の下、ソフトウェア事業（国内）の取り組みといたしましては、既存顧客への拡

販に加え、新規顧客及び新規事業モデルの開拓に注力いたしました。 
携帯電話端末関連の取り組みとしましては、HTML5対応の本格的なスマートフォン向けデコレー

ションメール・アプリである「CosmoSia™（コスモシア）」に様々な機能追加を行いました。今回
の機能追加により、チャット形式のグループ表示や、チャットでの絵文字挿入等が可能になり、ユ
ーザエクスペリエンスの更なる向上を実現しました。なお、本アプリは、KDDI株式会社（本社：東
京都千代田区）のauスマートパスアプリに選定され、「CosmoSiaプレミアム」として提供しており
ます。 
新規分野への取り組みとしまして、平成25年１月にAndroid版の販売を開始いたしました3Dゴル

フスイング解析製品「Fullmiere®（フルミエル）」のiOS版（iPhone・iPad対応）を国内向けに提
供開始いたしました。本製品は、高性能スイングセンサーとスマートフォン上の3Dスイング解析ア
プリにより、ゴルフクラブのスイング軌道を解析し、360度からのゴルフヘッドの軌道やフェイス
の開き具合等を可視化する製品です。また、「Fullmiere® Cloud（フルミエルクラウド）」サービ
ス（無料）を利用することにより、膨大なスイングデータをクラウド上で管理し、PC上での閲覧
や、より高度なスイング解析も可能になります。 
なお、当第２四半期連結累計期間において当社が保有する特許権のライセンス提供に関する契約

を締結いたしました。 
  

 
  

○ ソフトウェア事業（海外） 
海外における携帯電話端末につきましては、平成25年４月～６月累計の携帯電話端末の出荷台数

が前年同期比で微増にとどまる一方、スマートフォンの出荷台数は大幅に増加しております。一
方、デジタルテレビをはじめとした情報家電につきましては、平成25年の世界市場全体におけるデ
ジタルテレビの出荷台数見込みは先進国では前年比で減少することが予想されておりますが、新興
国において情報家電市場の継続的な成長が見込まれる等、情報家電分野全般では、中長期的に緩や
かな成長が見込まれております。 
このような状況の下、ソフトウェア事業（海外）の携帯電話端末関連の取り組みとしましては、

新規市場及び新規事業モデルの開拓に注力いたしました。 

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

ソフトウェア事業（国内）
前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

前年同四半期比

外部顧客への売上高 2,933百万円 2,995百万円 2.1％

セグメント損益 1,419百万円 1,305百万円 △8.0％

－ 2 －



  
また、情報家電関連の取り組みとしましては、米ケーブルテレビ大手のComcast Corporation

（本社：米国）からリファレンス・デザイン・キット（RDK）のライセンス供与を受け、HTML5対応
の次世代家電連携ソリューションの開発を推進しました。同社のRDKはIPまたはハイブリッドSTB
（セットトップボックス）と、ビデオゲートウェイ装置の通信フレームワークを共通化しており、
STBの開発時間を半減させることができます。DLNA Premium Video規格及び米連邦通信委員会の規
制を満たす当社のソリューションが本RDKに対応することで、安全性が高く他のシステムとの相互
運用も可能であり、かつ米連邦通信委員会のIP接続基準及びDLNA規格を満たす、次世代TV特化型の
マルチスクリーン・サービスの迅速な開発が可能になります。 
また、当社のHTML5対応ブラウザである「NetFront® Browser NX 3.0」と、テレビやSTBにDLNA準

拠の家電機器とのデータ共有機能を付加する「NetFront® Living Connect」の両ソフトウェアが、
ホームネットワーク向け半導体の大手メーカーであるEntropic Communications, Inc.（本社：米
国）に採用されました。 
  

   
○ ネットワークソフト事業 
ネットワークソフト事業につきましては、当社米国子会社アイピー・インフュージョン・インク

が開発しましたネットワーク機器向けの基盤ソフトウェア・プラットフォームである「ZebOS®」の
開発及び拡販を中核事業として推進しております。今後、インターネットに接続可能な端末が急激
に増加していくことでネットワーク・トラフィックが爆発的に増加すると予測される中、負荷の増
大が見込まれるデータセンターの効率化やクラウド化を支援するための最新のネットワークソリュ
ーションを引き続き展開してまいります。 
「ZebOS®」の拡販に向けた取り組みとして、市場浸透度が高いBroadcom Corporation（本社：米

国）やMarvell Technology Group（本社：米国）等の製品への「ZebOS®」の導入を容易にする機能
拡充を進めました。 
また、サーバやストレージの仮想化が急速に進展する中、クラウド環境を前提とした柔軟なシス

テム構築を実現するためのネットワークの仮想化と運用自動化を可能にする次世代クラウド基盤技
術であるSDN（Software Defined Network）の開発・提供を推進しており、新たに、SDN技術により
オフィスネットワークの柔軟な統合管理を可能にする仮想ネットワークソリューション
「OmniSphere（オムニスフィア）」を開発しました。本ソリューションを利用することにより、企
業のオフィスフロアや拠点間を結ぶ広域ネットワークを跨いで、PC・スマートデバイス等の端末や
物理サーバ及びクラウドサーバを同一の仮想ネットワークで接続・管理することができます。従来
まで、組織変更やレイアウト変更のたびに再構築、再設定していたオフィスネットワークを、利用
者（社員）の端末を認証するだけで自動設定することができ、企業ネットワークの運用管理負荷を
大幅に削減することができます。 
また、ネットワーク仮想化の領域の更なる拡大を目的として、日立電線株式会社（現日立金属株

式会社 本社：東京都港区）とSDNを利用した広域ネットワーク「SDN-WAN」の分野で共同技術検討
を開始いたしました。 
  

   
○ フロントエンド事業 
フロントエンド事業につきましては、スマートフォンやタブレット端末の急速な市場浸透を踏ま

え各種サービス事業者に対し、新たなサービスを実現するためのソリューションを提供しておりま
すが、特に、国内及び海外で成長が著しい電子書籍関連事業を注力分野に位置づけています。当第
２四半期において、電子書籍向けのビューワからコンテンツ配信、広告配信システム、売上管理シ
ステム、本棚機能等、端末からサーバシステムまでを包括的にサポートする電子出版プラットフォ
ーム「PUBLUS™（パブラス）」を開発し、提供を開始しました。同ソリューションは、従来までの
「ACCESS™ Digital Publishing Ecosystem」をリブランドすると共に、HTML5ベースの電子書籍ビ
ューワ「PUBLUS™ Reader for Browser」及びブラウザ上での決済を可能とする機能を備えており、
電子出版サービスをOSや端末に依存することなく実現できます。「PUBLUS™」を採用いただくこと
により、iOS及びAndroid対応のアプリケーション版と、PCも含めたマルチプラットフォームに対応
できるブラウザ版を融合したハイブリッドの電子書籍配信サービスの提供が可能になります。な
お、本ソリューションは株式会社集英社の電子書籍アプリ「マーガレットBookストア!」に採用さ
れております。 

ソフトウェア事業（海外）
前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

前年同四半期比

外部顧客への売上高 1,010百万円 895百万円 △11.4％

セグメント損益 △104百万円 △162百万円 －

ネットワークソフト事業
前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

前年同四半期比

外部顧客への売上高 1,656百万円 1,464百万円 △11.6％

セグメント損益 △255百万円 △198百万円 －

－ 3 －



  
また、新規分野への取り組みとしまして、ブラウザのみで本格的な電子看板向けコンテンツ制

作・配信ができる「SIGNESS™（サイネス）」を開発しました。本ソリューションは、HTML5及びク
ラウド技術を用いた次世代クラウド型サイネージソリューションであり、コンテンツ制作ツールが
HTML5で構築されているため、動画等のリッチコンテンツへの対応やWebサービスとの連携において
優れた拡張性を発揮します。また、制作から配信までを直感的に操作できるよう設計されているた
め、高度なITスキルや専門知識が不要です。コンテンツ作成・管理・配信等の必要機能を全てクラ
ウド上で利用できるため、インターネット接続環境と、スマートデバイス等のディスプレイ端末を
用意するだけで、本格的な電子看板サービスを容易に導入することができます。また、サムスン電
子ジャパン株式会社（本社：東京都港区）が、グローバルに展開するオープンプラットフォームプ
ログラム「Smart Signage Platform（SSP）」を国内で初めてサポートしており、国内外で展開す
るサムスン電子社製のSSP対応電子看板の活用も視野に入れたサービス展開が可能です。 
  

   
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高56億40百万円（前年同四半

期比6.7％減）、経常利益７億36百万円（前年同四半期比41.2％減）、四半期純利益５億50百万円
（前年同四半期比72.9％減）となりました。 
   

(2) 財政状態の分析 
資産、負債及び純資産の状況 
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金

が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ11億57百万円増加して354億67百万円となりまし
た。 
負債は、未払法人税等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ38百万円増加して23億65

百万円となりました。 
純資産は、四半期純利益５億50百万円を計上したことに加え、為替換算調整勘定が増加したこと

等により、前連結会計年度末に比べ11億19百万円増加して331億１百万円となりました。 
  

(3) キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連

結会計年度末に比べて15億31百万円増加し、237億８百万円となりました。  
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は15億61百万円の増加（前第２四半期連

結累計期間は16億27百万円の増加）となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が６
億96百万円、売上債権が６億44百万円減少（資金の純収入）した一方で、特別退職金の支払額が１
億１百万円であったことであります。前第２四半期連結累計期間との比較では、税金等調整前当期
純利益及び売上債権の減少による資金の純収入が減少した一方、特別退職金の支払額が減少しまし
た。  
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金は３億46百万円の減少（前第２四半期連

結累計期間は58百万円の増加）となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入が４億
83百万円であった一方で、定期預金の預入による支出が７億27百万円、関係会社株式の取得による
支出が43百万円、投資有価証券の取得による支出が42百万円であったことであります。前第２四半
期連結累計期間との比較では、定期預金の払戻による収入及び預入による支出が増加した一方、有
価証券及び投資有価証券の売却による収入が減少しました。  
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は118千円の減少（前第２四半期連結累

計期間は５億22百万円の減少）となりました。その要因は、配当金の支払額が118千円であったこ
とであります。前第２四半期連結累計期間との比較では、前第２四半期連結累計期間に発生した自
己株式の取得による支出及び長期借入金の返済による支出が、当第２四半期連結累計期間において
は発生しませんでした。  

  

フロントエンド事業
前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

前年同四半期比

外部顧客への売上高 443百万円 284百万円 △35.8％

セグメント損益 59百万円 △328百万円 －
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要
な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  
また、会社の支配に関する基本方針は以下に定めるとおりであります。 
なお、買収防衛策については、当社は、平成25年３月12日に開催された取締役会において、特定

株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果とし
て特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為（いずれについてもあらか
じめ当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」、
大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に関する対応方針の一部を改定（以
下、改定後の対応方針を「本プラン」といいます。）の上、継続することを決定致しました。本プ
ランは、平成25年４月17日に開催の当社第29回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいた
だいております。本方針の詳細につきましては、インターネットの当社ホームページ（下記URL）
に掲載しております。 
http://jp.access-company.com/files/2013/03/n130312_04.pdf 
  

１）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
当社は、自ら生み出した技術で社会（産業・文化）を変革させ、社会に貢献し責任を果たすこ

とを経営理念としており、設立以来、組み込みソフトウェアの分野を中心に様々なソフトウェア
を提供してまいりました。また、インターネット時代の到来に先駆け、全ての機器をネットに繋
ぐことをビジョンとして、先進的な技術でユビキタス社会の実現をリードしてきました。これら
の先進技術を企画・研究・開発し、その成果を製品・技術・サービスとして世に送り出すこと
で、人々の生活の向上に貢献し、社会的責任を果たすことが当社の使命であると考えておりま
す。 
これまでの事業活動を通じて、当社は、主要な通信事業者、メーカー及びサービス事業者を含

む国内外の数多くの顧客との良好な関係を築いてまいりました。また、昨今の通信ネットワーク
及び端末技術の急速な発展に伴い、従来の組み込みソフトウェアの提供に加えて、スマートフォ
ンやタブレット端末等の高機能端末上でクラウドに連携した様々な高付加価値サービスを実現す
るソリューションを提供する等、事業分野の拡大を加速させております。今後も、さらに幅広い
顧客・事業分野に対し当社の製品・技術・サービスを提供していくことが、当社の企業価値・株
主共同の利益を確保し、向上させることにつながるものと考えております。 
これらの状況に鑑み、当社の事業やビジネス・モデルに関する理解が十分でない者による当社

に対する大規模な買付行為により、当社の顧客・取引先等を含む重要なステークホルダーとの関
係が崩壊し、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることがないよう、当社株式の大規模
買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、大規模買付者
に対して大規模買付ルールの遵守を求めることとしております。大規模買付者が大規模買付ルー
ルを遵守しない場合、及び大規模買付行為が当社株主共同の利益を著しく損なうと判断される場
合には、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。 

２）基本方針の実現に資する具体的な取組み 
当社の企業価値は、新規技術ノウハウの蓄積、幅広い顧客・取引先との長期安定的な取引関係

の維持・発展、優秀な従業員の確保等、多くの要因によって支えられています。その中でも、当
社は、顧客との継続的な取引関係が、当社の企業価値を維持し、向上させる上で特に重要と考え
ております。そして、このような取引関係を維持するためには、継続的な研究開発投資に基づき
顧客に対して新規製品・技術を提供し続けることが重要であり、また、顧客との関係において、
当社が過度に特定企業へ取引上の依存度を高めたり、過度に特定企業との資本的な結びつきを深
めたりすることを回避し、業界内において中立的な立場を堅持することが期待されております。
このような考えの下、当社は、今後も中期的な視点に基づき、当社を取り巻く事業環境・新規技
術動向を踏まえつつ、顧客・取引先へ新たな製品・サービスを提供することにより、継続的な取
引関係の構築・深耕に努めてまいります。 
また、取締役及び監査役制度を中心としてコーポレートガバナンスのより一層の充実を図り、

経営の効率性、健全性及び透明性を確保していく所存であります。特に企業の永続的な発展のた
めには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主の皆様を含めた全
てのステークホルダーとの円滑な関係構築を目指し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に
努めてまいります。  

３）基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止
するための取組み 

①本プランの目的 
 上記１）の基本方針に照らして、大規模な買付行為がなされた場合、これに応じるかどうか
は、買付けへの応募を通じ、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると
考えます。しかし、当社の事業やビジネス・モデルに関する理解が十分でない者による当社に
対する大規模な買付行為が行われた場合、当社の顧客・取引先等を含む重要なステークホルダ
ーとの関係が崩壊し、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されかねません。そこで、当社
は、大規模な買付行為が行われた場合、当該買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に資
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するものであるかどうか、株主の皆様に適切にご判断いただき、提案に応じるか否かを決定し
ていただくためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検
討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。さらに、当社株式を引き
続き保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模な買付行為が当社に与える影響や、
当社の顧客、取引先、従業員その他のステークホルダーとの関係についての方針を含む、買付
者の当社経営への参画時における経営方針、事業計画等の内容等の情報は、継続保有を検討す
る際の重要な判断材料となります。また、当社取締役会が大規模な買付行為に対する意見を開
示し、必要に応じて代替案を提示することにより、当該株主の皆様は、双方の方針、意見等を
比較考量することで、大規模な買付行為に応じるかどうかを適切に判断することが可能になり
ます。 

②本プランの内容 
当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大規模買付行為が行われる場合には、

大規模買付者に対し、以下に定める「大規模買付ルール」を遵守していただくこととし、大規
模買付者がこれを遵守しない場合、及び大規模買付行為が当社株主共同の利益を著しく損なう
と判断される場合には、当社取締役会として一定の措置を講じることにしました。 

③大規模買付ルールの設定 
当社取締役会としては、大規模買付者が大規模買付行為を行うに当たって遵守すべき手続で

ある、「大規模買付ルール」を予め提示し、大規模買付行為がかかるルールに従って行われる
ことにより、株主の皆様に対して、大規模買付者による買付提案に応ずるべきか否かを判断す
るために適切かつ十分な情報並びに期間及び機会をご提供することを確保するとともに、買付
提案の検証及び大規模買付者との交渉を行うことを通じて、当社の企業価値及び当社株主共同
の利益を確保することが可能となると考えます。この大規模買付ルールとは、①事前に大規模
買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、②当社取締役会による一定の評価期
間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。  

④大規模買付行為がなされた場合の対応方針 
(ⅰ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った
十分な情報提供を行わない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行
為を開始する場合、株主意思確認手続を経る場合に当該手続の完了前に大規模買付行為を開
始する場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会
は、当社株主共同の利益の保護を目的として、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、株
主意思確認手続を経ることなく、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社
定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがありま
す。 

(ⅱ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為につい

て、当社株主共同の利益を保護するという観点から、株主の皆様に対し、このような買付行
為を受け入れるかどうかの判断のために必要な情報や、現に経営を担っている当社取締役会
の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とするも
のです。大規模買付ルールが遵守されている場合、大規模買付行為に応じるかどうか又は対
抗措置を発動するかどうかについては、大規模買付情報や当社が提示する大規模買付行為に
対する意見、代替案等をご検討の上、当社株主の皆様においてご判断いただくこととしてお
ります。 
 しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、当社取締
役会において、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家の意見も参考にし、独立委員会
の勧告を最大限尊重した上で、大規模買付行為が当社株主共同の利益を著しく損なう場合で
あると判断したときには、適時適切な開示を行った上、（ⅰ）で述べた大規模買付行為に対
する対抗措置をとることがあります。 

(ⅲ) 対抗措置発動後の中止 
当社取締役会は、本プランに従い対抗措置をとることを決定した後でも、①大規模買付者

が大規模買付行為を中止した場合や、②対抗措置をとる旨の決定の前提となった事実関係等
に変動が生じ、当社株主共同の利益を著しく損なわないと判断される場合には、独立委員会
の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の中止を決定することがあります。 

(ⅳ) 独立委員会の設置及び役割 
本プランにおいて、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、当社株主共同の

利益を著しく損なう場合に該当するかどうか、そして大規模買付行為に対し対抗措置をとる
か否か及び発動を中止するかの判断にあたっては、取締役会の判断の客観性、公正性及び合
理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、か
かる事項の評価・検討・審議を諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重す
るものとします。独立委員会の委員は５名以内とし、当社の経営陣から独立している社外取
締役、社外監査役及び社外有識者を対象として選任するものとします。 

(ⅴ) 対抗措置の発動又は不発動等についての取締役会の決定 
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重した上で、対抗措置の発動又は不発動

等に関する決議を行うものとします。 
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(ⅵ) 株主意思確認手続 

当社取締役会による本プランに従った対抗措置の発動が決議される場合、原則として株主
意思確認総会の開催、又は書面投票により、株主意思を直接確認することといたします。こ
の場合、当社取締役会は、投票基準日を確定するまでに、株主意思確認手続を、以下のⅰ）
株主意思確認総会、又はⅱ）書面投票のいずれによって行うのかを決定するものとし、実務
上必要とされる日数を勘案した上で、可能な限り速やかに株主意思確認手続を実施します。 
ⅰ）株主意思確認総会 
 株主意思確認総会における株主意思の確認は、議決権の書面行使やインターネット上で
の行使を含めて、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主の皆様の出席があり、その
議決権の過半数によって決するものとします。 
 株主意思確認総会の招集手続及び当該総会における議決権の行使方法は、法令及び当社
定款に定める株主総会の手続に準ずるものとします。なお、当社の株主総会は株主意思確
認総会を兼ねることができます。 
ⅱ）書面投票 
 書面投票による株主意思の確認は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主の皆様
の投票があり、その議決権の過半数によって決するものとします。 
 書面投票による株主意思の確認を行う場合には、議決権を行使することのできる株主の
皆様に対して、投票すべき議案（大規模買付者による買付提案及び当該買付提案に対する
当社取締役会の見解並びに代替案を添付します。）、投票締切日、その他当社取締役会が
定めた事項を記載した投票用紙を投票締切日の３週間前までに株主の皆様に発送し、投票
締切日までに当社に到達した投票用紙を有効票とみなします。 
上記の株主意思確認総会又は書面投票において議決権を行使することのできる株主様は、

当社取締役会が定めた投票基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主様とします。
また、株主意思確認手続の結果については、判明次第速やかに開示するものとします。 

⑤当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等 
対抗措置の発動によって、当社株主の皆様（大規模買付者を除きます。）が経済面や権利面

で損失を被るような事態は想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを
決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。対抗
措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てを行う場合には、当社取締役会で
別途定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式数
に応じて新株予約権が割り当てられますので、株主の皆様が新株予約権の割当てを受けるため
には、当該基準日における最終の株主名簿に記録されている必要があります。また、新株予約
権の発行を行う場合には、所定の期間内に申込みをしていただくことも必要となります。さら
に、新株予約権を行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完
了していただく必要があります。ただし、当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得できる
旨の取得条項に従い新株予約権の取得を行う場合には、当社取締役会が当該取得の対象とした
新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭の払込みを要することなく、当社による新株予約権
取得の対価として、当社株式の交付を受けることができます。これらの手続の詳細につきまし
ては、実際に新株予約権を発行又は取得することとなった際に、法令及び東京証券取引所規則
に基づき別途お知らせいたします。 
なお、いったん新株予約権の発行又は無償割当てを決議した場合であっても、当社は、上記

④(ⅲ)に従い、新株予約権の割当日又は無償割当ての効力発生日までに新株予約権の発行もし
くは無償割当てを中止し、又は新株予約権の割当日もしくは無償割当ての効力発生日後新株予
約権の行使期間の初日の前日までに新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの
場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当社株式の価値の希釈化が生
じることを前提にして売買を行った投資家の方は、株価の変動により損害を被るおそれがあり
ます。 

⑥大規模買付ルールの有効期限 
本プランの有効期限は、平成28年１月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結時

までとします。 
なお、当社取締役会は、上記有効期限の満了前であっても、本プランの廃止又は修正を行う

ことがあります。ただし、本定時株主総会において株主の皆様からいただくご承認の趣旨に反
する本プランの修正は行わないこととし、また、本プランの廃止又は修正については、当社取
締役会は、独立委員会に諮問の上、その助言・勧告を最大限尊重して行うこととします。また
本プランについて廃止又は修正を行った場合、当社取締役会は、速やかに情報開示を行いま
す。 

４）本方針についての取締役会の判断及びその判断に係る理由 
当社は、本方針が上記１）に記載の基本方針に沿うものであり、以下の理由から、当社の企業

価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするもので
はないと判断しております。 
① 本方針が基本方針に沿うものであること 

当社は、本方針において以下の点を明記しており、本方針が上記１）の基本方針に沿って設
計されたものであると考えております。 
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（ⅰ） 大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に
提供すること、及び当社取締役会の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始すること
を求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがある
こと。  
（ⅱ） 大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利
益を著しく損なうような不適切な大規模買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対
抗措置を発動することがあること。 

② 本プランが当社の株主共同の利益を損なうものではないこと 
本プランは、上記１）に記載の基本方針の考え方並びに平成17年５月27日に経済産業省及び

法務省から公表された「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関す
る指針」による三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思
の原則、必要性・相当性確保の原則）、平成20年６月30日に経済産業省に設置された企業価値
研究会により公表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」 及び東京証
券取引所有価証券上場規程第440条に定められた買収防衛策導入時の尊重義務（開示の十分
性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重）に沿って、当社株主の皆様が大量買付行
為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の代替案の提示を受ける機会の
提供をルール化しております。これにより、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行
うことができますので、本プランが、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではな
く、むしろその利益に資するものと考えます。 

③ 本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 
本プランにおいて、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、当社株主共同の利

益を著しく損なう場合に該当するかどうか、そして大規模買付行為に対し対抗措置をとるか否
か及び発動を中止するかの判断にあたっては、取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を
担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、かかる事項の
評価・検討・審議を諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとしま
す。独立委員会の委員は５名以内とし、当社の経営陣から独立している社外取締役、社外監査
役及び社外有識者を対象として選任するものとしています。また、本プランの根本的な要素と
して、当社株主に必要な情報を提供することを目的とし、大規模買付行為が行われた場合、こ
れに応じるかどうかは最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられております。以上により、
本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えており
ます。 

④ 本プランは株主の皆様の意思を最大限に尊重する仕組みとなっていること 
本プランは以下の点において、当社株主の皆様の意思を最大限に尊重する仕組みとなってい

ると考えております。まず、本プランにおいて、当社取締役会は、対抗措置を発動することを
決定した場合には、その是非について株主の皆様の意思を確認することといたします。また、
本プランは、本定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に改定更新され、本プランの廃
止又は修正について、株主の皆様からいただくご承認の趣旨に反する本プランの修正は行いま
せん。さらに、本プランは当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃
止することができるものとされており、当社の株式を大量に買い付けた者が、当社株主総会で
取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により本プランを廃止することが可能で
す。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させ
てもなお、発動を阻止することができない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差任
期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代
を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもあ
りません。 
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(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は３億79百万円でありま
す。 
また、当第２四半期連結累計期間における研究開発活動のセグメントごとの状況は、次のとおり

であります。 
○ ソフトウェア事業（国内） 

今後にHTML5やクラウド連携サービスといった先進Web技術に対応したブラウザへの需要が高ま
っていくことが見込まれる中、世界最小クラスのメモリ容量での安定動作やマルチプラットフォ
ーム対応を実現する高性能・高機能のWebKitベースブラウザ「NetFront® Browser NX」等の研究
開発に継続的に取り組むほか、当社の今後の注力分野の一つであります企業向けクラウドサービ
スに関連する研究開発を行っております。 
ソフトウェア事業（国内）  連結研究開発費   56百万円 

  
○ ソフトウェア事業（海外） 

デジタルテレビやカーナビゲーションをはじめとする情報家電向け次世代ブラウザ等の研究開
発を行いました。また、様々な情報家電や端末間でコンテンツやサービスがシームレスに連携す
るマルチスクリーン時代の到来を見据え、DLNAソリューションとHTML5対応ブラウザ技術を統合
した次世代DLNA関連ソリューションの研究開発を行いました。 
ソフトウェア事業（海外）  連結研究開発費   113百万円 

  
○ ネットワークソフト事業 

インターネットに接続可能な端末が急激に増加していくことで、ネットワーク・トラフィック
の爆発的な増加が予測される中、負荷の増大が見込まれるネットワーク機器向けの基盤ソフトウ
ェアである「ZebOS®」の研究開発を行いました。また、サーバやストレージの仮想化が急速に進
展する中、クラウド環境を前提とした柔軟なシステム構築を行う際のボトルネックとなるネット
ワーク仮想化と運用自動化を可能にする次世代クラウド基盤技術であるSDN（Software Defined
Network）の研究開発を行いました。 
ネットワークソフト事業  連結研究開発費   150百万円 

  
○ フロントエンド事業 

スマートフォンやタブレット端末の急速な市場浸透が進む中、各種サービス事業者向けに新た
なサービスを実現するためのソリューションの研究開発を行っております。特に、電子書籍関連
の取り組みとして、端末からサーバシステムまでを包括的にサポートする電子出版プラットフォ
ーム「PUBLUS™」、及び電子書籍の標準化団体IDPFが公開している電子書籍フォーマットのEPUB
規格に準拠した電子書籍ビューワ等の研究開発を行いました。 
フロントエンド事業  連結研究開発費   58百万円 

  
上記の各事業セグメントを活動単位とする研究開発活動に加え、今後の当社グループの事業成

長に寄与する新たな技術・製品の開発を目的として、事業セグメントや所属部門の垣根を越えた
タスクフォースにて戦略的R&Dインキュベーション活動を実施しております。 
スマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスの普及やクラウド連携サービスの

利用の本格化によって、情報資産の利用のあり方、コミュニケーション・スタイル、通信ネット
ワークに繋がる様々な機器の活用シーン等が大きな変化を遂げている事業環境を踏まえ、あらゆ
る「OS」「デバイス」「ネットワーク」から自由かつシームレスにクラウドサービスを利用でき
る環境を実現するための技術及びソリューションの開発に注力しております。なお、これらに係
る当第２四半期連結累計期間の研究開発費は、各セグメントに配賦しております。 
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（注）平成25年６月19日開催の取締役会決議により、平成25年８月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発

行可能株式総数は90,585,000株増加し、91,500,000株となっております。 
  

  

 
（注）１．提出日現在発行数には、平成25年９月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 
２．平成25年６月19日開催の取締役会決議により、平成25年８月１日付で普通株式１株を100株に株式分割いた

しました。これにより株式数は38,811,069株増加し、発行済株式総数は39,203,100株となっております。 
３．当社は、当第２四半期会計期間末現在において単元株制度を採用しておりませんでしたが、平成25年６月

19日開催の取締役会決議により、平成25年８月１日付で普通株式１株を100株に株式分割するとともに、１
単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。 

  

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。 
第２回株式報酬型新株予約権  

 
（注）１．当社が、普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調 

整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 
 調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率  
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力 
発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主 
総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を 
株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基 
準日の翌日に遡及してこれを適用する。  
上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとす 
る。  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 915,000

計 915,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年７月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年９月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 392,031 39,203,100
東京証券取引所 
(マザーズ)

（注）２、３

計 392,031 39,203,100 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

決議年月日 平成25年５月31日

新株予約権の数(個) 800

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 800（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1

新株予約権の行使期間 平成25年６月18日から平成55年６月17日まで（注）２

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     76,300（注）５ 
資本組入額   38,150（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

（注）４
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２．新株予約権の行使期間の最終日が当社又は日本の銀行の営業日でない場合には、その前営業日を最終日とす 

る。 
３．①新株予約権は、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失した場合に限り行使することができる。 

②新株予約権者は、新株予約権の割当日翌日から、新株予約権者が新株予約権を行使する日までの間に、株 
式会社東京証券取引所マザーズ市場（当社普通株式の上場市場が変更された場合は、変更後の市場）にお 
ける当社普通株式の普通取引終値（新株予約権の割当日以降に株式分割又は株式併合が行われた場合は、 
調整後の価格）が、新株予約権の割当日における当社普通株式の同市場における普通取引終値の130％に相
当する額を一度でも上回っている場合に限り新株予約権を行使することができる。 

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分 
割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限 
る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の 
直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それ 
ぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい
う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編 
対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約 
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移 
転計画において定めることを条件とする。  
①交付する再編対象会社の新株予約権の数  
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。  
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
 再編対象会社の普通株式とする。  
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
 組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。  
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③ 
 に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とする。再 
 編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社 
 の株式１株当たり１円とする。  
⑤新株予約権を行使することができる期間  
 表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為 
 の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する 
 ことができる期間の満了日までとする。  
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項  
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。  
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限  
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。  
⑧新株予約権の取得事由及び条件  
 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 

５．平成25年６月19日開催の取締役会決議により、平成25年８月１日付で普通株式１株を100株に株式分割いたし
ました。これにより新株予約権の目的である株式の数は、平成25年８月１日以降、新株予約権１個当たり１
株から100株へと調整されております。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額は、それぞれ100分の１へと調整されております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
（注）平成25年８月１日付をもって１株を100株に株式分割し、発行済株式総数が38,811,069株増加しております。 
  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成25年５月１日 
～平成25年７月31日

― 392,031 ― 31,391,499 ― 31,098

－ 11 －



  

平成25年７月31日現在 

 
（注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下３位を四捨五入しております。 

２．上記大株主の資産管理サービス信託銀行株式会社は、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（J-
ESOP）」制度の信託財産を保有しております。 

３．上記大株主の荒川亨氏（前代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO））は平成21年10月23日に逝去されました
が、平成25年７月31日現在、名義変更手続が未了のため平成25年７月31日現在の株主名簿に基づき記載して
おります。 

４．平成25年４月15日付でタワー投資顧問株式会社より、当社株式に係る大量保有報告書の変更報告書（報告義
務発生日 平成25年４月12日）が関東財務局長に提出されておりますが、当第２四半期会計期間末における実
質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況に含めておりません。 
当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
  

(6) 【大株主の状況】

氏名または名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京都千代田区永田町2-11-1 45,468 11.60

NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED 
（常任代理人 野村證券株式会社）

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED  
KINGDOM 
（東京都中央区日本橋1-9-1）

19,457 4.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口）

東京都港区浜松町2-11-3 12,400 3.16

株式会社サン・クロレラ
京都府京都市下京区鳥丸通五条下る大坂町
369

10,020 2.56

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 8,389 2.14

CGML-IPB  CUSTOMER  COLLATERAL 
ACCOUNT 
（常任代理人 シティバンク銀行株式
会社）

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY 
WHARF, LONDON E14 5LB 
（東京都品川区東品川2-3-14）

8,183 2.09

資産管理サービス信託銀行株式会社
（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海1-8-12 6,840 1.74

DEUTSCHE  BANK  AG  LONDON-PB  NON-
TREATY CLIENTS 613 
（常任代理人 ドイツ証券株式会社）

TAUNUSANLAGE  12,D-60325  FRANKFURT  AM 
MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
（東京都千代田区永田町2-11-1）

6,777 1.73

荒川 亨 東京都千代田区 6,000 1.53

RBC IST LONDON-CLIENTS ACCOUNT 
（常任代理人 シティバンク銀行株式
会社）

7TH  FLOOR,  155  WELLINGTON  STREET  WEST 
TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3 
（東京都品川区東品川2-3-14）

5,635 1.44

計 ― 129,169 32.95

氏名又は名称 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

タワー投資顧問株式会社 29,919 7.63

－ 12 －



  

  

平成25年７月31日現在 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託

財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有している当社株式6,840株を含めて表示しております。 
  

 
(注)  上記のほか、四半期連結財務諸表において自己株式として認識している株式が6,840株あります。これは、前記

「発行済株式」に記載の資産管理サービス信託銀行株式会社が保有している株式であり、会計処理上、当社と
信託口は一体であると認識し、信託口が所有する株式を自己株式として計上していることによるものでありま
す。 

  

該当事項はありません。 
  

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式     11

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  392,020 392,020 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 392,031 ― ―

総株主の議決権 ― 392,020 ―

② 【自己株式等】
平成25年７月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

株式会社ＡＣＣＥＳＳ
東京都千代田区猿楽町 
二丁目８番８号

11 ― 11 0.00

計 ― 11 ― 11 0.00

２ 【役員の状況】

－ 13 －



  

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年５月１

日から平成25年７月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年２月１日から平成25年７月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

－ 14 －



１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,473,357 24,277,956

受取手形及び売掛金 3,180,726 2,686,786

有価証券 326,469 336,949

仕掛品 132,916 115,437

繰延税金資産 206,085 180,506

その他 779,782 467,012

貸倒引当金 △114,023 △103,759

流動資産合計 26,985,314 27,960,888

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,461,708 3,502,534

減価償却累計額 △945,990 △1,053,056

建物及び構築物（純額） 2,515,717 2,449,477

土地 1,563,534 1,563,534

その他 1,784,757 1,927,056

減価償却累計額 △1,558,647 △1,717,120

その他（純額） 226,110 209,935

有形固定資産合計 4,305,361 4,222,947

無形固定資産   

その他 171,920 129,097

無形固定資産合計 171,920 129,097

投資その他の資産   

投資有価証券 305,008 581,017

長期性定期預金 2,000,000 2,000,000

繰延税金資産 396,151 435,407

その他 145,576 137,688

投資その他の資産合計 2,846,736 3,154,112

固定資産合計 7,324,018 7,506,158

資産合計 34,309,332 35,467,046
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 234,968 219,514

未払法人税等 270,282 334,836

賞与引当金 168,666 149,743

受注損失引当金 15,330 22,532

その他 1,413,125 1,386,788

流動負債合計 2,102,374 2,113,415

固定負債   

退職給付引当金 110,238 111,100

株式給付引当金 52,866 52,045

その他 61,817 89,108

固定負債合計 224,921 252,254

負債合計 2,327,296 2,365,669

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,391,499 31,391,499

資本剰余金 8,431,093 8,431,093

利益剰余金 △4,909,018 △4,169,861

自己株式 △404,685 △404,685

株主資本合計 34,508,890 35,248,047

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,378 13,879

為替換算調整勘定 △2,990,621 △2,648,957

その他の包括利益累計額合計 △2,984,243 △2,635,077

新株予約権 457,389 488,407

純資産合計 31,982,036 33,101,377

負債純資産合計 34,309,332 35,467,046
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 6,043,192 5,640,221

売上原価 1,812,204 2,457,685

売上総利益 4,230,987 3,182,536

販売費及び一般管理費 ※  3,102,689 ※  2,572,657

営業利益 1,128,298 609,878

営業外収益   

受取利息 31,026 29,214

持分法による投資利益 27,990 －

還付消費税等 34,909 43,709

為替差益 19,223 45,217

その他 28,445 18,858

営業外収益合計 141,596 136,999

営業外費用   

支払利息 15,286 78

持分法による投資損失 － 9,993

その他 2,589 72

営業外費用合計 17,876 10,144

経常利益 1,252,017 736,734

特別利益   

新株予約権戻入益 45,464 48,409

関係会社株式売却益 1,211,590 －

その他 17,635 532

特別利益合計 1,274,690 48,941

特別損失   

特別退職金 262,885 88,677

その他 40,468 696

特別損失合計 303,353 89,374

税金等調整前四半期純利益 2,223,354 696,300

法人税、住民税及び事業税 110,812 125,460

法人税等調整額 83,191 20,155

法人税等合計 194,003 145,615

少数株主損益調整前四半期純利益 2,029,350 550,685

四半期純利益 2,029,350 550,685
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,029,350 550,685

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 382 7,501

為替換算調整勘定 △1,179,596 341,663

その他の包括利益合計 △1,179,214 349,165

四半期包括利益 850,136 899,850

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 850,136 899,850

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
至 平成25年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,223,354 696,300

減価償却費 254,213 187,996

持分法による投資損益（△は益） △27,990 9,993

固定資産除却損 7,161 19

投資事業組合運用損益（△は益） － △8,543

関係会社株式売却損益（△は益） △1,211,590 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,711 △15,499

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,839 △31,310

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,434 845

受注損失引当金の増減額（△は減少） △25,423 6,108

株式給付引当金の増減額（△は減少） － △821

受取利息及び受取配当金 △31,040 △29,215

支払利息 15,286 78

為替差損益（△は益） △14,850 △15,831

特別退職金 262,885 88,677

売上債権の増減額（△は増加） 1,478,557 644,194

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,217 2,941

前払費用の増減額（△は増加） 53,737 80,598

仕入債務の増減額（△は減少） △56,489 △74,187

未払金の増減額（△は減少） 28,062 △179,759

未払費用の増減額（△は減少） △216,910 19,463

前受金の増減額（△は減少） 93,152 35,695

未収消費税等の増減額（△は増加） 177,302 32,480

その他 △281,657 265,450

小計 2,560,850 1,715,677

利息及び配当金の受取額 34,118 29,028

利息の支払額 △14,970 △78

法人税等の支払額 △132,446 △82,011

特別退職金の支払額 △820,081 △101,577

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,627,471 1,561,039
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
至 平成25年７月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △210,649 △727,270

定期預金の払戻による収入 208,530 483,727

有形固定資産の取得による支出 △47,200 △19,958

有形固定資産の売却による収入 958 －

無形固定資産の取得による支出 △62,655 △1,302

有価証券の売却による収入 238,485 －

投資有価証券の取得による支出 △6,149 △42,723

投資有価証券の売却による収入 480 532

関係会社株式の取得による支出 △100,000 △43,100

敷金及び保証金の差入による支出 △531 △2,601

敷金及び保証金の回収による収入 28,406 3,008

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△1,264 －

その他 10,025 3,476

投資活動によるキャッシュ・フロー 58,436 △346,211

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △126,000 －

自己株式の取得による支出 △395,961 －

配当金の支払額 △473 △118

財務活動によるキャッシュ・フロー △522,434 △118

現金及び現金同等物に係る換算差額 40,267 316,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,203,740 1,531,549

現金及び現金同等物の期首残高 22,342,996 22,176,963

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  23,546,736 ※  23,708,512

－ 20 －



  

  

 
  

  

 
  

※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 
  

 
  

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
  

 
  

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成25年２月１日  至  平成25年７月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更
第１四半期連結会計期間より、新たに設立したアクセス・プサンを連結の範囲に含めており

ます。また、アイピー・インフュージョン・ジャパン合同会社は清算結了に伴い、連結の範囲
より除外しております。
なお、変更後の連結子会社の数は12社であります。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
第１四半期連結会計期間において、アイティアクセス株式会社に当社から取締役１名を派遣

し影響力が増した事により、同社を持分法の適用範囲に含めております。
当第２四半期連結会計期間において、新たに株式を取得したシーエーシー・エンターテイン

メントを持分法の適用範囲に含めております。
なお、変更後の持分法適用会社の数は４社であります。

【会計方針の変更等】

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成25年２月１日  至  平成25年７月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年２月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま
す。
なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響は軽微であります。

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年２月１日
至  平成24年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年２月１日
至  平成25年７月31日)

給与手当 1,001,794千円 1,024,224千円

研究開発費 869,166千円 379,384千円

貸倒引当金繰入額 53,239千円 △12,048千円

賞与引当金繰入額 18,163千円 45,417千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年２月１日
至  平成24年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年２月１日
至  平成25年７月31日)

現金及び預金  23,240,063千円 24,277,956千円

有価証券
(マネー・マーケット・ファン
ド、コマーシャル・ペーパー)

517,323千円 336,949千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△210,649千円 △906,393千円

現金及び現金同等物 23,546,736千円 23,708,512千円

－ 21 －



  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年７月31日) 
１．配当金支払額 

該当事項はありません。 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連
結会計期間末後となるもの 
該当事項はありません。 

  
Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年２月１日  至  平成25年７月31日) 
１．配当金支払額 

該当事項はありません。 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連
結会計期間末後となるもの 
該当事項はありません。 

  

(株主資本等関係)

－ 22 －



  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自 平成24年２月１日 至 平成24年７月31日) 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額10,254千円はセグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
  
Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自 平成25年２月１日 至 平成25年７月31日) 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△6,601千円は、セグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
（注）1

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）2

ソフト 
ウェア事業 
(国内)

ソフト 
ウェア事業
(海外)

ネット 
ワーク 

ソフト事業

フロント 
エンド事業

売上高

  外部顧客への 
  売上高

2,933,694 1,010,185 1,656,296 443,015 6,043,192 ― 6,043,192

  セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

4,523 39,850 ― 6,018 50,392 △50,392 ―

計 2,938,218 1,050,035 1,656,296 449,034 6,093,584 △50,392 6,043,192

セグメント利益又は 
損失(△)

1,419,094 △104,793 △255,439 59,182 1,118,043 10,254 1,128,298

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
（注）1

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）2

ソフト 
ウェア事業 
(国内)

ソフト 
ウェア事業
(海外)

ネット 
ワーク 

ソフト事業

フロント 
エンド事業

売上高

  外部顧客への 
  売上高

2,995,962 895,154 1,464,877 284,226 5,640,221 ― 5,640,221

  セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

4,759 180,936 24,074 1,954 211,725 △211,725 ―

計 3,000,721 1,076,091 1,488,952 286,180 5,851,947 △211,725 5,640,221

セグメント利益又は 
損失(△)

1,305,762 △162,466 △198,417 △328,397 616,480 △6,601 609,878

－ 23 －



  

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
（注）１．当社は、平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 

２．株式給付信託が所有する当社株式(前第２四半期連結会計期間末現在684,000株、当第２四半期連結会計期
間末現在684,000株)については、四半期連結財務諸表において自己株式として会計処理しているため、前
第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間の「期中平均株式数」は、当該株式の数を控除し
算定しております。 

  

株式分割及び単元株制度の採用 
当社は、平成25年６月19日開催の取締役会決議に基づき、平成25年８月１日付で株式の分割及び

単元株制度の導入を実施いたしました。 
  
１．株式分割及び単元株制度採用の目的 

全国証券取引所が公表した平成19年11月27日付「売買単位の集約に向けた行動計画」及び平成
24年１月19日付「売買単位の100株と1000株への移行期限の決定について」を踏まえ、当社株式
の売買単位を100株とするため、株式の分割を実施するとともに、100株を１単元とする単元株制
度の採用を行いました。なお、この株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の金額の実
質的な変更はありません。 
  

２．株式分割の概要 
（１）分割の方法 

平成25年７月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有す
る普通株式１株につき100株の割合をもって分割いたしました。 

（２）分割により増加した株式数 
平成25年７月31日最終の発行済株式総数に99を乗じた株式数といたします。 
株式の分割前における発行済株式総数    392,031株 
株式の分割により増加する株式総数    38,811,069株 
株式の分割後の発行済株式総数      39,203,100株 
株式の分割後の発行可能株式総数    91,500,000株 

(１株当たり情報)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年２月１日
至  平成24年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年２月１日
至  平成25年７月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 51円98銭 14円30銭

(算定上の基礎)

四半期純利益金額(千円) 2,029,350 550,685

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 2,029,350 550,685

普通株式の期中平均株式数(株) 39,042,175 38,518,000

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 51円93銭 14円24銭

(算定上の基礎)

四半期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 35,804.87 161,873.72

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

－ －

(重要な後発事象)

－ 24 －



  
（３）分割の日程 

基準日公告日   平成25年７月17日（水曜日） 
基準日      平成25年７月31日（水曜日） 
効力発生日    平成25年８月１日（木曜日） 

（４） 新株予約権の行使価額の調整 
株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株あたりの行使価額を平成25年８月１日以

降、以下のとおり調整いたしました。 
（新株予約権） 

 
  

３．単元株制度の採用 
（１）新設した単元株式の数 

「２．株式分割の概要」に記載の株式分割の効力発生日である平成25年８月１日（木曜日）
をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたしました。 

（２）新設の日程 
効力発生日   平成25年８月１日（木曜日） 
  

４．１株当たり情報に及ぼす影響 
１株当たり情報に及ぼす影響については、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注

記事項 （１株当たり情報）」に記載しております。 
  

該当事項はありません。 
  

銘柄名 調整後行使価額(円) 調整前行使価額(円)

平成17年４月26日定時株主総会にて決議
平成18年４月10日取締役会決議に基づく発行分

10,600 1,060,000

平成18年４月26日定時株主総会にて決議
平成18年４月26日取締役会決議に基づく発行分

10,300 1,030,000

平成18年４月26日定時株主総会にて決議
平成19年２月26日取締役会決議に基づく発行分

6,114 611,377

平成20年４月22日定時株主総会にて決議
平成21年３月25日取締役会決議に基づく発行分

2,253 225,205

平成24年４月18日定時株主総会にて決議
平成24年５月31日取締役会決議に基づく発行分

１ １

平成24年４月18日定時株主総会にて決議
平成25年５月31日取締役会決議に基づく発行分

１ １

２ 【その他】

－ 25 －



  

該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

－ 26 －



  

  

平成25年９月６日

株式会社ＡＣＣＥＳＳ 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社ＡＣＣＥＳＳの平成25年２月１日から平成26年１月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期
間（平成25年５月１日から平成25年７月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年２月１日から平
成25年７月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＡＣＣＥＳＳ及び連結子会社の平
成25年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

   

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    小    野    純    司    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    貝    塚    真    聡    印

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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